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令和３年度第１回 東京都後期高齢者医療広域連合 

選挙管理委員会定例会 議事概要 

 

１ 日時 

令和３年８月３１（火） 午後３時５５分～４時３２分 

 

２ 場所 

東京区政会館 １９階 １９２会議室 

 

３ 出席者 

 (1) 委員 

所属（※） 氏 名 

練馬区選挙管理委員会 委員長 

（東京都特別区選挙管理委員会連合会 会長） 
本橋 正壽 

福生市選挙管理委員会 委員長 

（東京都市選挙管理委員会連合会 会長） 
岩﨑 澄雄 

千代田区選挙管理委員会 委員長 

（東京都特別区選挙管理委員会連合会 副会長） 
八尾 規子 

稲城市選挙管理委員会 委員長 

（東京都市選挙管理委員会連合会 副会長） 
渡邊 光惠 

   ※令和３年４月２３日時点（全国市区選挙管理委員会連合会からの推薦文書発出時点） 

 (2) 事務局 

広域連合所属部署 氏 名 

書記長（総務部企画調整課長） 高瀬 裕介 

書 記（総務部企画調整課企画調整係長） 吉開 朝子 

書 記（総務部企画調整課企画調整係主任） 川田 航大 

(3) 広域連合 

広域連合所属部署 氏 名 

副広域連合長 大井 哲爾 

総務部長 新井 樹夫 

 

４ 欠席者 

なし 

 

５ 配布資料 

資料１：選挙管理委員会概要（令和３年度版） 

資料２：選挙管理委員会告示第４号（案）「広域連合選挙管理委員会委員長選挙における当選人につ

いて」 

資料３：選挙管理委員会告示第３号【写】「広域連合への直接請求に必要な数の告示」について 

参考資料：東京いきいき通信 Vol.30、窓口２割負担の導入について 
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６ 開会 

(1) 委員の紹介 

(2) 広域連合職員の紹介 

(3) 副広域連合長挨拶 

 

７ 議事 

(1) 委員長の選挙 

発言者 内容 

企画調整課長 

 《議事１》当広域連合選挙管理委員会委員長の選挙についてです。 

当広域連合選挙管理委員会規定第２条の規定により単記無記名投票または、

同条第２項の規定により、委員の皆様にご異議がない場合には、指名推選によ

る選出をすることができることとなっております。 

事務局といたしましては、指名推選の方法を用いての選出を行いたいと思い

ますが、いかがでしょうか？ 

各委員 （異議なしの声） 

企画調整課長 

それでは、指名推選方式で、委員長を選出いたします。 

当広域連合の選挙管理委員は、東京都特別区選挙管理委員会連合会と東京都

市選挙管理委員会連合会の会長区（市）、副会長区（市）により構成されてお

り、これまでは、特別区選挙管理委員会連合会の会長に委員長をお願いしてお

りました。この慣例にならい、特別区選挙管理委員会連合会の会長である、本

橋委員に委員長をお願いしたいと考えておりますが、よろしいでしょうか？ 

各委員 （異議なしの声） 

企画調整課長 

異議なしとのことですので、本橋委員に委員長をお願いいたします。 

それでは、委員長が決定いたしましたので、ここからの進行については、本

橋委員長にお願いいたします。 

 

 (2) 職務代理者の指定 

発言者 内容 

本橋委員長 

委員長の本橋でございます。 

これ以降の議事につきましては、私の方で進行させていただきますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

それでは、《議事２》委員長職務代理者の指定についてです。 

当広域連合選挙管理委員会規定第４条の規定により、委員長である私が職務

代理者を指定することとなっております。 

職務代理者には、福生市選挙管理委員会委員長で、東京都市選挙管理委員会

連合会会長である岩﨑委員を指定させていただきます。 

岩﨑委員どうぞよろしくお願いいたします。 
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(3) 選挙管理委員会の概要【資料１】 

発言者 内容 

本橋委員長 
次に、《議事３》選挙管理委員会概要について、事務局より説明をお願いし

ます。 

企画調整課長 

それでは、資料１「選挙管理委員会概要（令和３年度版）」をご覧ください。 

この概要は、委員の皆様及び関係者に対し、選挙管理委員会の組織や主要事

業等について周知を図るため、また、職員の事務を進める上での手引きとして

作成しており、毎年、改定が必要になった部分について、改定をしているもの

です。 

【資料１により、下記のとおり概要について説明】 

２ページ……………当委員会の位置づけ、委員任期、報酬、職務権限 

３～４ページ………選挙管理委員会の経過 

５ページ……………選挙管理委員会事務局 

６ページ……………令和３年度一般会計予算の歳入 

７ページ……………令和３年度一般会計予算の歳出 

８ページ……………特別会計予算の歳入 

９ページ……………特別会計予算の歳出 

１０ページ…………直接請求 

１１～１２ページ…直接請求にかかる事務手続きが発生した場合に想定さ

れる事務の流れや様式等 

１３ページ…………規程等 

本橋委員長 このことについて、ご意見、ご質問等はございませんか。 

各委員 （異議なしの声） 

本橋委員長 
それでは、《議事３》選挙管理委員会概要については、事務局の説明のとお

りといたします。 

 

(4) 告示について 

  ア 委員長の住所及び氏名の告示について【資料２】 

発言者 内容 

本橋委員長 
次に、《議事４のア》委員長の住所及び氏名の告示について、事務局より説明

をお願いします。 

企画調整課長 

資料２「選挙管理委員会告示第４号（案）」をご覧ください。 

先ほどご説明させて頂きました、当広域連合選挙管理委員会規程の第２条第

３項の規定に基づき、委員長が選挙され決定いたしましたので、資料２の住所・

氏名欄に、本橋 正壽委員長の住所及び氏名をそれぞれ記載し、告示させてい

ただくものであります。 

本橋委員長 このことについて、ご意見、ご質問等はございませんか。 

各委員 （異議なしの声） 

本橋委員長 
それでは、《議事４のア》委員長の住所及び氏名の告示については、事務局の

説明のとおりといたします。 
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(4) 告示について 

  イ 直接請求に必要な請求権を有する者の数の告示について 

発言者 内容 

本橋委員長 
次に、《議事４のイ》直接請求に必要な請求権を有する者の数の告示につい

て、事務局より説明をお願いします。 

企画調整課長 

資料３「選管告示第３号【写】」をご覧ください。 

先ほど、《議事３》選挙管理委員会概要にて説明させて頂きました、３，６，

９，１２月のそれぞれ１日現在の直接請求に必要な請求権を有する者の数の告

示のうち、直近、令和３年６月１日現在の人数を、令和３年８月２日付けで告

示したものでございます。 

本告示にあたっては、都内市区町村の選挙人名簿を有する東京都選挙管理委

員会より「選挙人名簿登録数」及びそれぞれの「直接請求に必要な請求権を有

する者の数」の報告を受け、東京都公報への登載日にあわせて告示させて頂い

ているものでございます。 

この告示について、本来であれば、都度、選挙管理委員会を開催し、議事と

して皆様にお諮り頂くべきものではございますが、日程調整等、年４回の開催

は委員の皆様のご都合等を踏まえると、現実的に困難であることから、直接請

求に必要な請求権を有する者の数の告示については、事務局決裁とし、委員の

皆様には所属自治体の選挙管理委員会事務局を通じて、報告をすることとした

いと考えておりますがいかがでしょうか。 

本橋委員長 このことについて、ご意見、ご質問等はございませんか。 

各委員 （異議なしの声） 

本橋委員長 
それでは、《議事４のイ》直接請求に必要な請求権を有する者の数の告示に

ついては、事務局の説明のとおりといたします。 

 

(5) 後期高齢者医療制度の最近の動向について【資料１、参考資料】 

発言者 内容 

本橋委員長 次に、《議事５》後期高齢者医療制度の最近の動向について、事務局より説

明をお願いします。 

企画調整課長 ここでは、まず東京都後期高齢者医療広域連合の概要について、その後に後

期高齢者医療制度の最近の動向について説明させて頂きます。 

【資料１により、下記のとおり概要について説明】 

３１ページ…当広域連合の概要 

３３ページ…協議組織等 

３２ページ…被保険者数と医療給付費の推移等 

 

【参考資料により、最近の動向について説明】 

●広報紙「東京いきいき通信 Vol.30」 

１ページ…ジェネリック医薬品を使ってみませんか？ 

２ページ…一部負担金の割合が変わる方へ 

３ページ…ジェネリック医薬品お試し制度 
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発言者 内容 

５ページ…新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免 

７ページ…オーラルフレイルをご存知ですか？ 

８ページ…レンジで簡単！いきいきレシピ 

  

●窓口２割負担の導入について 

導入の経緯、窓口２割負担の所得基準、２割負担の対象者数、施行日につい

て説明。 

本橋委員長 このことについて、ご意見、ご質問等はございませんか。 

各委員 （異議なしの声） 

本橋委員長 それでは、《議事５》後期高齢者医療制度の最近の動向については、事務局

の説明のとおりといたします。 

 

８ その他 

【事務局より】 

今後の予定等について連絡。 

・本委員会の議事概要については、９月中旬を目途に送付する。 

・今年度については、第２回の委員会は開催を予定していない。 

 

９ 閉会 


